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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注１） 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 （注２） 第30期中間連結会計期間、第31期中間連結会計期間及び第32期中間連結会計期間につきましては、１株当た

り中間純損失であり、また、第30期連結会計年度及び第31期連結会計年度につきましては、潜在株式が存在

しないため、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、記載しておりません。 

 （注３） 従業員数は就業人員であり、［ ］内は、臨時雇用者（非常勤講師およびパート職員）の人数を外数で記載

しておりますが、非常勤講師の場合は１日当たりの就業時間数を５時間として、またパート職員の場合は１

日当たりの就業時間数を８時間として換算した中間連結会計期間及び年間の平均人数を記載しております。

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 5,525,243 5,723,932 5,645,371 12,558,048 13,056,677 

経常利益又は経常損失(△)（千円) △104,072 12,004 △302,266 1,179,805 1,463,769 

当期純利益又は中間純損失（△)（千

円） 
△315,817 △129,405 △657,560 375,112 491,457 

純資産額（千円） 3,558,417 4,371,779 3,905,047 4,416,022 4,839,155 

総資産額（千円） 8,207,199 9,780,021 10,443,756 10,435,482 11,161,077 

１株当たり純資産額（円） 384.36 457.46 410.39 460.53 506.36 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り中間純損失金額(△)（円） 
△34.10 △13.54 △68.89 38.50 51.43 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 43.4 44.7 37.4 42.3 43.4 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△512,125 △749,593 △852,712 1,537,994 1,073,718 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△257,991 △598,982 △718,997 △1,018,015 △1,129,405 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△69,677 324,372 779,981 59,309 59,338 

現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高（千円） 
821,044 1,215,923 1,452,048 2,240,127 2,243,777 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

572 

[509]

564 

[533]

588 

[551]

568 

[523]

584 

[535]



(2）提出会社の経営指標等 

 （注１） 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 （注２） 第30期中間会計期間、第31期中間会計期間及び第32期中間会計期間につきましては、１株当たり中間純損失

であり、また、第30期事業年度及び第31期事業年度につきましては潜在株式が存在しないため、潜在株式調

整後1株当たり中間(当期)純利益金額については記載しておりません。 

 （注３） 従業員数は就業人員であり、［ ］内は、臨時雇用者（非常勤講師およびパート職員）の人数を外数で記載

しておりますが、非常勤講師の場合は１日当たりの就業時間数を５時間として、また、パート職員の場合は

１日当たりの就業時間数を８時間として換算した中間会計期間及び年間の平均人数を記載しております。 

 （注４） 第30期の１株当たり配当額には、創業30周年に伴う記念配当３円を含んでおります。  

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 5,201,193 5,292,672 5,114,442 11,713,864 11,954,982 

経常利益又は経常損失(△)（千円) △60,263 2,164 △304,209 1,129,667 1,282,405 

当期純利益又は中間純損失（△）（千

円） 
△314,218 △138,117 △657,101 305,128 389,111 

資本金（千円） 1,299,375 1,299,375 1,299,375 1,299,375 1,299,375 

発行済株式総数（千株） 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 

純資産額（千円） 3,524,607 4,258,097 3,701,261 4,311,052 4,634,910 

総資産額（千円） 7,527,230 9,089,690 9,486,714 9,409,815 10,006,747 

１株当たり純資産額（円） 380.71 445.56 388.98 449.56 484.99 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り中間純損失金額（△）（円） 
△33.93 △14.45 △68.84 31.02 40.72 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） 5.5 5.5 5.5 16.5 13.5 

自己資本比率（％） 46.8 46.9 39.0 45.8 46.3 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

562 

[477]

548 

[500]

564 

[524]

550 

[499]

543 

[516]



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。 

なお、関係会社の異動につきましては「３．関係会社の状況」にて記載しております。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。  

（注）有価証券報告書提出会社であります。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注１） 従業員数は就業人員であり、（ ）内は、臨時雇用者（非常勤講師およびパート職員）の人数を外数で記載

しておりますが、非常勤講師の場合は１日当りの就業時間数を５時間として、またパート職員の場合は１日

当りの就業時間数を８時間として換算した当中間連結会計期間の平均人数を記載しております。 

（注２） 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、（ ）内は、臨時雇用者（非常勤講師およびパート職員）の人数を外数で記載し

ておりますが、非常勤講師の場合は１日当たりの就業時間数を５時間として、またパート職員の場合は１日当

たりの就業時間数を８時間として換算した当中間会計期間の平均人数を記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社）  

㈱佑学社  
大阪市生野区  53,000 学習塾の経営  100.0 ───  

（持分法適用関連会

社）  

㈱翻訳センター 

 （注） 

大阪市中央区  398,408 
総合翻訳サービ

ス  
22.9 業務提携あり。  

  平成19年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

学習塾事業 277 (332) 

高認・サポート校・通信制高校事業 260 (192) 

その他の収益事業 27 (22) 

全社（共通） 24 (5) 

合計 588 (551) 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 564 (524) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績は引続き好調を維持し、雇用環境も改善いたしました

が、定率減税の廃止や資源価格等の上昇による影響により、個人消費は伸び悩みました。一方株式市場においては

米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発する世界的な金融機関の損失処理の影響等により、6月末に18,000円

台まで上昇した日経平均株価も一時は15,000円台前半まで下降するなど、不安定な状況が継続しております。この

ような情勢のなか、当社グループを取り巻く事業環境は、企業間競争の激化による淘汰が進む一方で、M＆Aや事業

再編の動きも活発化してまいりました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは引き続き業容の拡大を図るべく教育事業セグメントごとの競合に対

応して、教育サービスの質的向上と保護者・生徒満足度向上に注力して取組んでまいりました。 

以上の結果としまして、当中間連結会計期間における当社グループ全体の連結売上高は56億45百万円（前年同

期比1.4％減）、営業損失は1億97百万円（前年同期は67百万円の営業利益）、経常損失は3億2百万円（前年同期は

12百万円の経常利益）、中間純損失は役員退職慰労金の過年度分一括引当等の影響により6億57百万円（前年同期

は1億29百万円の中間純損失）となりました。 

当中間連結会計期間における事業分野別の状況は次のとおりであります。 

① 学習塾事業 

小・中・高校生対象の学習塾事業におきましては、当連結会計年度における主要取組みとしまして以下の内容

を掲げております。 

 a． 拠点地域でのフルライン型独立校舎化の推進 

小・中・高校コース、個別・集団指導コース等、指導コースをフルラインアップに集約した独立校舎タイプの

展開も図り、学習環境の快適性と利便性を提供することにより、顧客満足度の向上を実現してまいります。当中間

連結会計期間の開校は１校にとどまりましたが、同校の夏期生徒募集において相応の集客効果がありました。引き

続き独立校舎化の推進と物件確保に注力しており、現在、４校舎の物件を確保し準備を進めております。 

b． 難関校への合格実績確保対策 

大阪府公立高校の学区再編に伴う各学区のトップ校合格実績確保対応のため、「SUR（シュール）合格指導会」

ブランドの校舎を立ち上げ、第一ゼミナール各校の成績上位者を選抜し、よりハイレベルな授業を行っております

が、外部成績上位者の確保にも注力し、SURブランドの拡大を図っております。 

c． 地域塾への資本参加、業務提携による当社グループの基盤拡大 

以前より資本参加しておりました新３学区の地域優良塾である㈱佑学社の株式を100％取得し、9月に完全子会

社として当社グループに加わりました。本件以外の資本参加、業務提携の案件についても、引き続き積極的に検討

を行っております。なお㈱佑学社は下半期より連結子会社として当社グループの業績に寄与することになります。

以上の取組みは今後に向けた継続的な取組みであり、当中間連結会計期間の業績に直ちに反映するものではあり

ません。特に当事業部門におきましては前期期中より５校閉鎖し、新規開校は２校と校舎数が純減したことと、前

年同期は無料講習会等の実施により集客を図ったものの、当期の募集からはそれらの手法による集客を取り止めた

こと等により、売上高は30億45百万円（対前年同期比2.0％減）、営業利益は4億3百万円（対前年同期比11.3％

減）となりました。 

② 高認・サポート校・通信制高校事業 

高認・サポート校・通信制高校部門におきましては、当連結会計年度における主要取組みとしまして以下の内

容を掲げております。 

a． 高認コースの通学生拡大と合格者シェアの向上 

高認制度の認知拡大の目的で全社的に「高認リバイバルプラン」（自社のキャンペーンとしての取り組みです)

を実施、近隣の教育機関や入学問合せ者に対する高認制度の啓蒙・認知活動を積極的に行い、併せて関連書籍の発

刊を行いました。また、高認試験合格率アップのためテキスト・プリント・映像等、独自の教材開発や「高認模試

サイト」（Ｗｅｂサイト）の開設も併せて行ってまいりました。 

b． ウィザス高校の運営の高度化・効率化と入学コースの多様化による入学促進 

通信制高校では年1回本校（当校は茨城県高萩市）に生徒を引率し、スクーリングを実施する必要があります

が、スクーリング実施形態の見直しを行うとともに、メディア教材（ＤＶＤ、ＶＯＤ）の導入、ＯＭＲレポート自

動採点システムの導入等、開校2年の経験をベースに学校運営の高度化、効率化に向けて再構築を行っておりま

す。また、社会人を対象とし、生涯学習・資格分野として新設しました福祉専攻科の入学促進や、スポーツコース

での専門人材育成を目的として設置しましたトップアスリート課程では、「サッカー部」を中心として知名度の向

上に注力し、ウィザス高校のブランド力向上と更なる充実に向けて取組んでおります。 



以上の結果、主要取組みに掲げています高認コースの生徒数は増加しましたが、授業料が低額の通信コースの

生徒の増加割合が多く占めたこと等により、売上高は24億41百万円（前年同期比0.1％減）という結果になりまし

た。一方、利益面では校舎の移転・増床（各2校）による関連経費や広告宣伝費の投入増により、営業利益は64百

万円（対前年同期比67.7％減）となりました。 

③ その他の収益事業 

その他の収益事業は、幼児教育事業部門、健康情報関連事業部門、テナント賃貸収益事業部門(以上、何れも当

社の事業部門)、および連結子会社の広告代理業の外部売上に係る業績を計上しておりますが、それぞれが金額的

に少額であることから「その他の収益事業」として一括表示しております。売上高は1億57百万円（前年同期比

8.4％減）、営業損失は47百万円（前年同期は23百万円の営業損失）になりました。 

（注１） 事業部門別の営業利益につきましては、統括支援本部等の管理部門経費(6億4百万円)は配賦させ

ておりません。 

      （注２） 記載金額には消費税等は含んでおりません。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比

べ、２億36百万円増加し、14億52百万円となりました。税金等調整前中間純損失が、前中間連結会計期間に比べ、

６億97百万円増加し、７億75百万円となったものの、増加要因としては、非資金取引として、役員退職慰労引当金

の増加が２億98百万円、投資有価証券評価損の増加が１億41百万円あり、資金取引として、法人税等の支払額が58

百万円、有形固定資産の取得による支出が63百万円それぞれ減少し、有形固定資産の売却による収入が78百万円、

短期借入金による資金調達が４億円それぞれ増加したことが主な要因であります。一方、減少要因としては、資金

取引として、投資有価証券の取得による支出が２億87百万円増加したことが主要因となり、結果的に前中間連結会

計期間末に比べて、２億36百万円の増加となったものです。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は8億52百万円（前年同期に比べ1億3百万円の増加）

となりました。税金等調整前中間純損失7億75百万円の計上に対して、非資金取引として、減価償却費2億31百万

円、貸倒引当金１億9百万円、役員退職慰労引当金2億98百万円、投資有価証券評価損１億42百万円が計上されたこ

とに加え、資金取引として、売上債権の減少による収入が3億58百万円ありました。一方、前受金の減少 6億55百

万円、仕入債務の減少 1億76百万円、法人税等の支払額 3億65百万円による資金支出があり、８億52百万円の資

金を使用いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は7億18百万円（前年同期に比べ1億20百万円の増加）

となりました。これは主に校舎の移転および独立校舎化に伴う有形固定資産の取得による支出2億66百万円、ソフ

トウェアの取得による支出 1億3百万円、投資有価証券の取得による支出 3億42百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動の結果得た資金は7億79百万円（前年同期に比べ、4億55百万円の増加）と

なりました。これは主に借入金の実行による収入12億円を得た一方で、借入金の返済により3億30百万円を支出し

たほか、配当金の支払による支出76百万円があったためであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループの主たる事業は教育関連事業であるため、該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当社グループの主たる事業は教育関連事業であるため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注１） 当中間連結会計期間において全セグメントの販売実績にしめる「教育事業」の割合が90％を超えているた

め、事業の種類別セグメントに代えて事業部門別の販売実績を記載しております。 

（注２） 金額には消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

株式会社の支配に関する基本方針について  

Ⅰ当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針  

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社企業価値の源泉である当社の教育理念

及び経営理念、多くのステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を、中

長期的に確保、向上させ得る者が望ましいと考えております。 

 もとより、当社取締役会は、当社が上場企業である以上、当社株券等の売買は、当社株主の皆様の判断におい

てなされるのが原則であり、当社株券等の大規模買付行為が行われる場合においても、その諾否は、 終的には

株主の皆様の自由なご意思により判断されるべきものであると考えており、大規模買付行為を全て否定するもの

ではありません。 

 しかしながら、当社株券等の大規模買付行為が行われる場合、その目的・手法等から見て会社に回復し難い損

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件等について検討

し、或いは当社取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件

よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資さない大規模買付行為が行われる可能性も否定できません。 

 当社は、当社株券等に対してこのような大規模買付行為を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として適切でないと考えております。  

Ⅱ当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取組み  

１.経営計画等による企業価値向上への取組み  

（１）中期経営計画に基づく取り組み 

 ①基本理念 

当社は、「“社会で活躍できる人づくり”を実現できる 高の教育機関をめざす」というコーポレー

トビジョンの具現化のステップとして、2008年３月期から2010年３月期までの中期経営計画を策定し、

その達成に向けて取り組んでおります。 

 ②達成目標と具体的施策  

中期経営計画においては、「学習塾事業」、「予備校事業」及び「サポート校事業」（以下「高認・

サポート校事業」と総称します。）、「通信制高校事業」並びに「キャリアサポート事業」を通じて、

より一層の経営基盤の強化を図り、株主・顧客・社員にその成果を高いレベルで還元できる企業作りを

事業部門の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

学習塾事業（千円） 3,045,682 98.0 

高認・サポート校・通信制高校事業（千円） 2,441,930 99.9 

その他の収益事業（千円） 157,758 91.6 

合計（千円） 5,645,371 98.6 



目指しております。また、事業分野ごとに、教育理念、経営理念に基づき、社会で活躍できる人づく

りを目的として、達成目標と具体的施策を定めております。（中期経営計画の詳細については、以下の

当社ホームページに掲載しております。http://www.with-us.co.jp/ir/pdf/20070604ir.pdf） 

 それらの施策は、社会で活躍できる（社会で貢献できる）人づくりという観点から策定されたもので

あり、ニート・フリーターの増加が社会的な問題となっている昨今、社会的見地からも意義の大きい施

策であり、社会性・公共性を含んだ施策が策定されております。また、キャリア教育そのものを目的と

する「キャリアサポート事業」そのものが欧米に比べて不十分なわが国のキャリア教育を補完するもの

として、極めて公共性の高い事業となっております。 

 当社はこれらの施策を実現させることによって、社会的貢献を果たすとともに、当社の企業価値の向

上に努めております。 

（２）コーポレートガバナンスの充実、コンプライアンスの徹底に基づく取り組み  

当社は、コーポレートガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸

として、ステークホルダーの皆様の信頼と期待に応え、当社の企業価値の向上に努めております。 

 当社はコーポレートガバナンス充実策の一貫として、社外監査役２名を選任するとともに、取締役会

の機能を経営の基本方針、経営に関する重要事項の意思決定機関、取締役の職務遂行の監督機関と明確

に位置づけております。また、平成16年４月より執行役員制度を導入し取締役と連携して、企業価値向

上を目指し業績確保・業務改革・顧客満足度やＩＲの視点等にスポットを当て検討し、業務執行に反映

させております。 

 また、当社はコンプライアンスの徹底策として、平成18年５月19日に内部統制システム構築の基本方

針を定め、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス基本規程・緊急事態リスク管理規程・社

内通報保護規定の制定を行った上で、当社グループのコンプライアンスの推進に取り組んでおり、今後

も継続してコンプライアンスの徹底に努めてまいります。  

以上、中期経営計画に基づく取り組みは当社グループの企業価値を向上させるものであり、またコー

ポレートガバナンスの充実・コンプライアンスの徹底に向けての取り組みは中期事業計画を推進し企業

価値向上を図る上での基盤となるものと考えています。従って、かかる取り組みは上記基本方針に沿う

ものと考えます。 

Ⅲ基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組み  

１．本対応策導入の目的  

本対応策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することを防止するための取り組みとして導

入されるものです。 

 当社グループが、経営理念を実現させるとともに、企業価値を向上させるためには、専門知識・経験・ノ

ウハウ、優秀な人材、役務提供能力（教え育む能力）、生徒・保護者及び地域社会その他の利害関係者との

間に築かれた適切な信頼関係を維持すること、これらを向上させるとともに、独自の教育プログラム及び教

育やシステムの開発、新たな需要・市場の創造を行うことが必要不可欠です。これらが、当社株券等の大規

模買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益は毀損されることになります。 

 また、当社は連結子会社による広域通信制単位制高等学校の運営を通じて公教育の一翼を担うという公共

的役割を果たしており、当社株券等の大規模買付行為を行う者が公共的使命についての認識を共有しないと

すれば、当社グループの社会的信頼を損ね、当社の企業価値を毀損する結果につながる可能性もあります。 

 さらに、外部者である買付者からの当社株券等の大規模買付行為の提案を受けた際には、当社の有形無形

の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等を、株主の皆様が

適切に把握し、当該買付者による当社株券等の大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

及ぼす影響を判断して頂く必要があります。 

 以上述べたところにより、当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為が一定の合理的なルールに従っ

て行われることが、株主の皆様にとって、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報、現

に当社の経営を担っている取締役会の意見の提供を得られ、また、代替案の提示を受ける機会の確保につな

がり、これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断を

することが可能となり、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維持・向上させ、これらを毀損す

ることを防止するものと考えております。 

 以上の次第で、大規模買付行為がなされる場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模

買付ルール」といいます。）を設定するとともに、上述した基本方針に照らして不適切な者によって大規模



買付行為がなされる場合には、それらの者によって当社の財務及び事業の決定が支配されることを防止す

るための取り組みとして対抗措置を含めた本対応策を導入することといたしました。  

２．対象となる大規模買付行為  

特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果とし

て特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当

社取締役会が同意したものを除きます。また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いま

せん。）とします。  

３．大規模買付ルールの概要  

（１）大規模買付者に対する情報提供の要求  

 ①意向表明書の提出  

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会に、大規模買付ルールに

従う旨の誓約文言及び意向表明書を、ご提出いただきます。なお、誓約文言については、当社取締役会

と独立委員会が妥当と認める文言とします。 

 ②大規模買付情報の提供  

当社取締役会は、意向表明書受領後、10営業日以内に株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形

成のために必要かつ十分と考える情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを大規模買付

者に対して交付し、その提供を受けます。  

４．当社取締役会における評価・検討、意見の開示  

当社取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は60日間、そ

れ以外の場合には90日間を設定し、大規模買付行為の評価、検討、意見形成、代替案立案、また、必要に応

じ、大規模買付者との交渉を行うものとします。  

５．大規模買付行為がなされた場合の対応  

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合  

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当

社取締役会は、独立委員会の勧告等を 大限尊重した上で、新株予約権無償割て等、会社法その他の法

令及び当社定款上認められる対抗措置をとる場合があります。  

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合  

 ①原則 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、原則として対抗措置はとりません。この場合、大

規模買付行為に応じるか否かは、株主の皆様にご判断いただくことになります。 

 ②取締役会による対抗措置発動の場合  

大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害を

もたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的

に当社取締役会は、独立委員会の勧告等を 大限尊重した上で、対抗措置をとる場合があります。   

 ③株主意思確認総会による意思確認  

大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社取締役会が、（ⅰ）当該大規模買付行為が

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあると判断した場合、（ⅱ）大規模買付行為

における株券等の買付条件（買付対価の価額、種類、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を

含むがこれに限られない）が当社の企業価値に照らして不十分または不適切であると判断した場合、

（ⅲ）その他対抗措置の発動につき株主の皆様のご意思を確認するのが相当であると判断した場合に

は、株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発動すべきか否かについて、株主の皆様にご判断いただく

ことができるものとします。ただし、株主意思確認総会の招集に先立って、独立委員会現任委員の全員

の一致によって、当該株主意思確認総会を招集する必要がない旨の勧告がなされた場合には、当社取締

役は取締役としての善管注意義務に反する特段の事情がない限り、当該勧告に従うものとします。  

６．独立委員会の設置  

当社は、本対応策の合理性及び公正性を担保するために独立委員会を設置し、取締役会による対抗措置の

発動または不発動の決議において、その決定の客観性・合理性を確保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を

排除するために、独立委員会の勧告等を 大限尊重するものとしております。  

７．本対応策の有効期間等  

本対応策の有効期間は、今期定時株主総会終結の時までとし、本対応策の継続に関する株主の皆様のご意

思を確認させていただくため、今期定時株主総会において本対応策の継続に関する議案をお諮りする予定で

あり今期定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同をいただけました場合、本対応策

の有効期間は、今期定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時

株主総会終結の時まで延長されるものとし、以降、本対応策の継続については当社の定時株主総会の承認を



経ることとします。  

 本対応策は、①株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合、又は②当社の株主総会で

選任された取締役で構成される取締役会により本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点

で廃止されるものとします。 

 また、当社取締役会は、法令・証券取引所規則の改正・解釈の変更や司法判断の動向を踏まえ、独立委員

会の承認を得た上で、必要に応じて本対応策を変更することがあります。なお、今期定時株主総会において

ご承認いただいた以降に、本対応策を変更する場合には、原則として、株主総会において改めて出席株主の

皆様の議決権の過半数のご賛同を頂いた上で、変更するものといたしますが、本対応策の内容及びその趣旨

を変えず、且つ、当社株主に不利益を与えないことが明らかな場合には、独立委員会の承認を得た上で、取

締役会の決議により本対応策を変更する場合があります。 

８．本対応策が株主及び投資家の皆様に与える影響等  

（１）大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に与える影響等 

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、

現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保

することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで大規模買付行為に応じる

か否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利

益の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家

の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資する

ものであると考えております。 

 なお、上記５．に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買

付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者

の動向にご注意ください。  

（２）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役が上

記５．に記載した具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する証券取引

所の規則等に従って、当該決定について適時適切に開示いたします。 

 対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格別

の損失を被るような事態は想定しておりません。例えば、対抗措置として新株予約権無償割当てが行わ

れる場合は、割当期日における株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予約権を無償で割当て

られることとなります。名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株主

の皆様を除きます。）に関しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定し公

告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要があります。また、新株予約権

の行使により新株を取得するために、株主の皆様には、行使期間内に一定の金額の払込みをしていただ

く必要があります。株主の皆様が新株予約権の行使期間内に金銭の払込みその他新株予約権の行使に係

る手続きを経なければ、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希薄

化されることになります。また、当社取締役会が新株予約権を当社株式と引換えに取得できる旨の条項

に従い新株予約権を取得することを決定した場合には、当該新株予約権を保有する株主の皆様は、行使

価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、当社株式の交付を受

けることができます。新株予約権の行使や取得に際しては、新株予約権の割当を受ける株主の皆様に対

し、別途ご自身が大規模買付者等ではないこと等を誓約する内容の当社が定める様式による書面の提出

を求めることがございます。 

 上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法、当社による取得の方法の詳細につきまして

は、新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、法令等に基づき別途お知らせ

いたします。 

 なお、独立委員会の勧告を受けて、当社が新株予約権無償割当ての中止又は株主の皆様に割り当てら

れた新株予約権の無償取得を行う場合には、１株当たりの株式の価値の希薄化は生じませんので、当該

新株予約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希薄化が

生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る

可能性があります。  

Ⅳ本対応策が基本方針に沿うものであること、株主共同の利益を損なうものではないこと、及び当社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと、並びにそれらの理由 

１．本対応策が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に沿うものであるこ

と  



本対応策は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされる場合の対応策、独立委員会の設置、株

主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。 

 本対応策は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供す

ること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すること

を求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記し

ています。 

 このように本対応策は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の考え

方に沿うものであるといえます。 

２． 本対応策が株主共同の利益を損なうものではないこと 

 上記１．に記載のとおり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を尊重することを前提としています。本対応策は、このような

基本方針の考え方に沿って設計されるとともに、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業

価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足し、また、

株式会社ジャスダック証券取引所の「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」の

第２条の２に定める尊重義務をすべて充足しており、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判

断するために必要な情報や当社取締役の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障することを目

的としております。本対応策によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができるも

のと考えております。 

 また、当社は、株主の皆様のご意思を反映するため、今期定時株主総会において、本対応策の継続に関す

る議案をお諮りさせていただきます。さらに、本対応策は、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会

で選任された取締役により構成される取締役会又は株主総会において、本対応策を廃止する決議がなされた

場合には、その時点で廃止されることになり、本対応策の継続及び廃止は、株主の皆様のご意思に沿うもの

となっており、この点でも本対応策は当社の株主共同の利益を損なうものではないと考えます。 

３．デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと  

本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃止すること

ができるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締

役会で構成される当社取締役会により、本対応策を廃止することが可能です。 

 したがって、本対応策は、デッドハンド型買収防衛策（取締役の構成員の過半数を交代させてもなお発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役任期を１年とし、期差任期制を採用し

ていないため、本対応策は、スロー・ハンド型（取締役の交代を一度に行うことができないため、その発動

を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。  

４．本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと  

本対応策は、大規模買付行為を受け入れるか否かが 終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきこ

とを大原則にしつつ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルール

の遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応策は、上述のとおり、合理的かつ詳細な客観的要件

が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な運用を防止するため

の仕組みが確保されております。 

 また、当社取締役会は単独で本対応策の延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。 

 さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、取締役会としての意見のとりまとめ、代替

案の提示、大規模買付者との交渉を行い、又は対抗措置を発動する際には、外部専門家の助言を得るととも

に、独立委員会の勧告等を得て、これを 大限尊重することとしております。 

 このように、本対応策には、当社取締役による適正な運用を担保するための手続きが盛り込まれていま

す。 

 以上から、本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことが明らかであると考えており

ます。  

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した主要な設備の新設、除却等以外の重要な異動は以

下のとおりであります。 

 ①売却 

 当中間連結会計期間において、教場の移転に伴い、校舎及び設備を売却しております。 

その主要な設備は以下のとおりであります。 

 ②移転 

高認・サポート校・通信制高校事業において、新たに１校について移転を実施、完了いたしました。ま

た、当中間連結会計期間において移転を計画しておりました岡山校、宇都宮校については、下半期の実施に

変更しております。 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの

名称 
設備の内容 

 帳簿価額(千円) 

 土地  建物 
 建物附属設

備 
 造作 器具備品  合計  

 当社 

第一高等学

院・町田校 

東京都 

高認・サポー

ト校・通信制

高校事業 

教場 34,545 37,481 6,799 456 295 79,578 

会社名 
事業所名 

所在地 事業部門 設備の内容 

投資金額  

総額 
（千円） 

完了 

 当社 

第一高等学院・町田

校 

東京都 
高認・サポート校・

通信制高校事業 
教場 55,700 平成19年4月  



２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった主要な設備の新設、移転についての計画遂行の

状況は、以下のとおりであります。 

（１）新設 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について、完了したも

のは以下のとおりであります。なお、IT関連投資としては、86百万円の投資を行っております。 

（２）移転、増床等 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の移転について、完了したも

のは以下のとおりであります。 

学習塾事業について、当中間連結会計期間に移転を計画しておりました1校は以下のとおり完了しておりま

す。 

高認・サポート校・通信制高校事業について、当中間連結会計期間に移転を計画しておりました4校のう

ち、１校は計画通り、１校は増床へ計画変更し、それぞれ完了しております。その他２校については、下半期

実施へ計画変更しております。 

また、下半期に移転を計画しておりました３校のうち１校が、予定よりも早く、当中間連結会計期間におい

て移転を完了しております。  

会社名 
事業所名 

所在地 事業部門 設備の内容 

投資金額  

総額 
（千円） 

完了 

 当社 

 第一ゼミナール・恵我之荘校 
 大阪府  学習塾事業  教場 11,731  平成19年5月

 当社 

 第一ゼミファロス緑地公園 
 大阪府  学習塾事業  教場 8,344  平成19年5月

会社名 
事業所名 

所在地 事業部門 設備の内容 

投資金額  

総額 
（千円） 

完了 

 当社 

 第一ゼミナール春木校 
 大阪府  学習塾事業  教場の移転 37,705  平成19年6月 

 当社 

  第一高等学院・新潟校 
 新潟県 

高認・サポート校・

通信制高校事業 
 教場の移転 21,120  平成19年4月 

 当社  

第一高等学院・名古屋本

部キャンパス  

 愛知県 
高認・サポート校・

通信制高校事業   
教場の移転 8,070 平成19年4月 

 当社 

  第一高等学院・郡山校 
 福島県 

高認・サポート校・

通信制高校事業 
 教場の増床 1,081  平成19年5月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 44,760,000 

計 44,760,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 10,440,000 10,440,000 ㈱ジャスダック証券取引所 － 

計 10,440,000 10,440,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日  

～  

平成19年９月30日  

－  10,440,000 －  1,299,375 －  1,517,213 



(5）【大株主の状況】 

（注１）上記のほか、自己株式が924千株あります。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

堀川 一晃 大阪府松原市 1,509 14.45 

堀川 直人 大阪府松原市 466 4.46 

堀川 明人 大阪府松原市 466 4.46 

ウィザス職員持株会 
大阪市中央区備後町３－６－２ KFセンタ

ービル 
406 3.89 

スパークスOMSF-1投資事業組

合 業務執行組合員 スパー

クス証券株式会社 

東京都品川区大崎１－１１－２ ゲートシ

ティ大崎 イーストタワー１６階 
300 2.87 

竹田 和平 名古屋市天白区 290 2.78 

株式会社明光ネットワークジ

ャパン 
東京都豊島区池袋２－４３－１ 267 2.57 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１-１-５ 267 2.56 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社(信託口) 
 東京都中央区晴海 １-８-１１ 242 2.32 

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カン

パニー 505019 

 AIB INTERNATIONAL CENTER P.O.BOX 518 

IFSC DUBLIN,IRELAND 
221 2.12 

計 － 4,436 42.49 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

（注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000株あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。 

ただし、当該株式に係る議決権10個は、①「発行済株式」の「議決権の数」に含まれておりません。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 924,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,515,200 95,142 (注) 

単元未満株式 普通株式 200 － － 

発行済株式総数   10,440,000 － － 

総株主の議決権 － 95,142 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式 (数) 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社 ウィザス 
大阪市中央区備後町

三丁目６番２号 
924,600 －  924,600 8.86 

計 － 924,600 －  924,600 8.86 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 517 517 465 448 411 321 

最低（円） 491 369 368 390 311 246 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、みすず監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受けておりま

す。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間  みすず監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間  監査法人トーマツ 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ．流動資産                    

１．現金及び預金     1,222,931     1,459,062     2,250,786  

２．受取手形及び売
掛金     64,525     11,377     3,346  

３．授業料等未収入
金     79,211     83,286     450,094  

４．たな卸資産     86,998     102,177     139,366  

５．繰延税金資産     190,272     272,754     134,845  

６．その他     337,738     346,255     358,464  

貸倒引当金     △49,677     △29,961     △32,985  

流動資産合計     1,932,000 19.8   2,244,952 21.5   3,303,917 29.6 

Ⅱ．固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1) 建物及び構築
物 

※２ 1,886,011     2,017,012     2,025,574    

(2) 土地 ※２ 715,345     680,800     715,345    

(3) 建設仮勘定   －     －     23,168    

(4) その他    302,345 2,903,702   253,592 2,951,405   122,170 2,886,259  

２．無形固定資産                    

(1) のれん   －    124,924     －   

(2) ソフトウェア   321,250    301,780     300,127   

(3) その他    186,156 507,407   202,201 628,907   114,338 414,466  

３．投資その他の資
産                    

(1) 投資有価証券   1,796,133    1,671,243    1,838,785   

(2) 長期貸付金   239,453    485,296    417,961   

(3) 差入保証金及
び敷金   1,322,698    1,315,451    1,281,146   

(4) 保険積立金   543,584    620,852    601,119   

(5) 前払年金費用   178,397    189,799    178,198   

(6) 繰延税金資産   146,641    503,187    342,686   

(7) その他   163,466    179,172    118,620   

投資損失引当金    －     △20,000    －    

貸倒引当金   △60,184 4,330,192   △428,130 4,516,871   △315,265 4,463,252  

固定資産合計     7,741,302 79.1   8,097,184 77.5   7,763,978 69.6 

Ⅲ. 繰延資産                    

１.創立費     445     755     904  

２.開業費     106,273     100,863     92,278  

繰延資産合計     106,718 1.1   101,619 1.0   93,182 0.8 

資産合計     9,780,021 100.0   10,443,756 100.0   11,161,077 100.0 

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                    

Ⅰ．流動負債                    

１．支払手形及び買
掛金     93,954     152,358     324,688  

２．短期借入金 ※２   1,493,040     2,070,000     1,200,320  

３．一年内償還予定
社債     －     500,000     300,000  

４．未払金     390,541     266,521     322,795  

５．未払法人税等     63,847     79,713     383,356  

６．未払消費税等     28,299     16,697     43,910  

７．前受金     1,962,729     1,993,546     2,649,023  

８．賞与引当金     226,279     240,311     187,707  

９．その他     199,171     270,781     172,535  

流動負債合計     4,457,864 45.6   5,589,930 53.5   5,584,337 50.0 

Ⅱ．固定負債                    

１．社債     500,000     －     200,000  

２．長期借入金 ※２   20,000     100,000     100,000  

３．退職給付引当金     393,951     453,728     401,371  

４.役員退職慰労引
当金      －     358,998     －  

５. 再評価に係る繰
延税金負債     309     309     309  

６．その他     36,116     35,742     35,904  

固定負債合計     950,377 9.7   948,779 9.1   737,585 6.6 

負債合計     5,408,242 55.3   6,538,709 62.6   6,321,922 56.6 

 （純資産の部）                    
 Ⅰ．株主資本                    

   １．資本金     1,299,375 13.3   1,299,375 12.4   1,299,375 11.6 

   ２. 資本剰余金     1,589,377 16.3   1,589,377 15.2   1,589,377 14.2 

  ３. 利益剰余金     2,879,484 29.4   2,611,244 25.0   3,444,713 31.0 

  ４. 自己株式     △344,955 △3.5   △358,274 △3.4   △344,955 △3.1 

株主資本合計      5,423,281 55.5   5,141,722 49.2   5,988,510 53.7 

 Ⅱ．評価・換算差額等                    
１．その他有価証券

評価差額金     246,264 2.5   △38,363 △0.3   148,411 1.3 

２．土地再評価差額
金     △1,297,766 △13.3   △1,198,311 △11.5   △1,297,766 △11.6 

評価・換算差額等
合計     △1,051,502 △10.8   △1,236,675 △11.8   △1,149,355 △10.3 

 純資産合計     4,371,779 44.7   3,905,047 37.4   4,839,155 43.4 

 負債純資産合計     9,780,021 100.0   10,443,756 100.0   11,161,077 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ．売上高     5,723,932 100.0   5,645,371 100.0   13,056,677 100.0 

Ⅱ．売上原価     4,636,992 81.0   4,718,910 83.6   9,352,433 71.6 

売上総利益     1,086,940 19.0   926,461 16.4   3,704,243 28.4 

Ⅲ．販売費及び一般管
理費 

※１   1,019,067 17.8   1,123,596 19.9   2,195,379 16.8 

営業利益又は営
業損失（△）     67,872 1.2   △197,134 △3.5   1,508,864 11.6 

Ⅳ．営業外収益                    

１．受取利息   5,206     5,441     10,873    

２．受取配当金   5,502     10,483     12,528    

３．投資有価証券売
却益   438     －     1,530    

４．イベント協力金
収入   5,080     5,180     5,352    

５．営業譲渡による
収入   4,450     －     －    

６．持分法による投
資利益   －     15,815     －    

７．その他   8,897 29,575 0.5 14,583 51,504 0.9 20,964 51,248 0.4 

Ⅴ．営業外費用                    

１．支払利息   6,814     12,063     18,083    

２．支払手数料   1,620     17,262     3,193    

３．持分法による投
資損失   2,784     －     7,900    

４．開業費償却   15,648     15,648     31,296    

５．貸倒引当金繰入
額   56,269     111,107     33,030    

６．その他   2,306 85,443 1.5 554 156,636 2.7 2,839 96,343 0.7 

経常利益又は経
常損失（△）     12,004 0.2   △302,266 △5.3   1,463,769 11.3 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ．特別利益                    

１．貸倒引当金戻入
額   2,873     633     3,500    

２．固定資産売却益 ※２ 2,816     8,421     2,762    

３．投資有価証券売
却益   － 5,689 0.1 12,283 21,338 0.3 104,647 110,910 0.8 

Ⅶ．特別損失                    

１．固定資産除却損 ※３ 74,670     16,108     115,484    

２. 固定資産売却損   －     4,202     －    

３. 投資有価証券評
価損  

  －     142,968     76,677    

４. 減損損失 ※４ 2,737     9,099     20,342    

５．役員退職慰労引
当金繰入額  

  －     292,164     －    

６．役員退職慰労金   9,624     －     9,624    

７．会員権評価損    1,600     －     1,600    

８. 貸倒引当金繰入
額  

  －     －     275,189    

９．その他   6,957 95,590 1.7 30,301 494,845 8.7 25,240 524,157 4.0 

税金等調整前中
間純損失（△）
又は税金等調整
前当期純利益 

    △77,896 △1.4   △775,774 △13.7   1,050,521 8.1 

法人税、住民税
及び事業税   83,379     42,478     663,058    

法人税等調整額   △31,870 51,508 0.9 △160,692 △118,214 △2.1 △103,993 559,064 4.3 

中間純損失
（△）又は当期
純利益 

    △129,405 △2.3   △657,560 △11.6   491,457 3.8 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）              

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 3,128,813 △344,955 5,672,611 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当 (注)     △105,123   △105,123 

役員賞与 (注)     △14,800   △14,800 

中間純利益     △129,405   △129,405 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △249,329 － △249,329 

平成18年9月30日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 2,879,484 △344,955 5,423,281 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差

額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年3月31日残高（千円） 41,178 △1,297,766 △1,256,588 4,416,022 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当 (注)       △105,123 

役員賞与 (注)       △14,800 

中間純利益       △129,405 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

205,086 － 205,086 205,086 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

205,086 － 205,086 △44,242 

平成18年9月30日残高（千円） 246,264 △1,297,766 △1,051,502 4,371,779 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）                   

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 3,444,713 △344,955 5,988,510 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △76,453   △76,453 

中間純損失     △657,560   △657,560 

自己株式の取得         △13,319 △13,319 

土地再評価差額金取崩額     △99,455   △99,455 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △833,468 △13,319 △846,788 

平成19年9月30日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 2,611,244 △358,274 5,141,722 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差

額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成19年3月31日残高（千円） 148,411 △1,297,766 △1,149,355 4,839,155 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当       △76,453 

中間純損失       △657,560 

自己株式の取得          △13,319 

土地再評価差額金取崩額        △99,455 

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△186,775 99,455 △87,320 △87,320 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△186,775 99,455 △87,320 △934,108 

平成19年9月30日残高（千円） △38,363 △1,198,311 △1,236,675 3,905,047 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 (注) 1. 平成18年6月の定時株主総会における利益処分および平成18年11月の取締役会の決議に基づく剰余金の配当であります。 

      2. 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 3,128,813 △344,955 5,672,611 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当 (注)1     △157,685   △157,685 

役員賞与 (注)2     △14,800   △14,800 

持分法適用会社の減少による持
分減少額  

    △3,072   △3,072 

当期純利益     491,457   491,457 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 315,899 － 315,899 

平成19年3月31日残高（千円） 1,299,375 1,589,377 3,444,713 △344,955 5,988,510 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差

額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年3月31日残高（千円） 41,178 △1,297,766 △1,256,588 4,416,022 

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当 (注)1       △157,685 

役員賞与 (注)2       △14,800 

持分法適用会社の減少による持分減
少額  

      △3,072 

当期純利益       491,457 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

107,233 － 107,233 107,233 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

107,233 － 107,233 423,132 

平成19年3月31日残高（千円） 148,411 △1,297,766 △1,149,355 4,839,155 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

税金等調整前中間純損失（△）
又は税金等調整前当期純利益   △77,896 △775,774 1,050,521 

減価償却費   206,107 231,154 428,859 

減損損失   2,737 9,099 20,342 

創立費償却   148 148 448 

開業費償却    15,648 15,648 31,296 

持分法による投資損益   2,784 △15,815 7,900 

固定資産除却損   40,901 2,102 55,413 

会員権評価損   1,600 － 1,600 

保険解約損   － － 901 

役員退職慰労金   9,624 － 9,624 

営業譲渡による収入   △4,450 － △4,450 

貸倒引当金の増加額又は減少額
(△)   77,802 109,840 315,357 

賞与引当金の増加額又は減少額
(△)   43,524 42,760 4,952 

退職給付引当金の増加額又は減少
額(△)   △1,608 △3,399 5,810 

役員退職慰労引当金の増加額又は
減少額(△)   － 298,998 － 

投資損失引当金の増加額又は減少
額(△)    － 20,000 － 

前払年金費用の増加額(△)又は
減少額   △11,006 △11,601 △10,807 

受取利息及び受取配当金   △10,708 △15,925 △23,401 

支払利息   6,814 12,063 18,083 

固定資産売却益   △2,816 △8,421 △2,762 

固定資産売却損   － 4,202 － 

投資有価証券売却益   △438 △12,283 △106,178 

投資有価証券評価損    1,769 142,968 76,677 

売上債権の増加額(△)又は減少額   285,387 358,776 △24,315 

たな卸資産の増加額(△)又は減少
額   △29,118 14,933 △81,438 

その他資産の増加額(△)又は減少
額   △58,786 △35,766 △91,773 

仕入債務の増加額又は減少額
（△）   △162,567 △176,961 68,165 

前受金の増加額又は減少額(△)   △576,510 △655,476 109,783 

その他負債の増加額又は減少額
(△)   △61,940 △44,062 △77,479 

役員賞与の支払額   △14,800 － △14,800 

小計   △317,798 △492,791 1,768,333 

利息及び配当金の受取額   8,702 17,831 20,824 

利息の支払額   △6,534 △11,892 △17,759 

役員退職慰労金の支払額   △9,624 － △9,624 

法人税等の支払額   △424,338 △365,861 △688,055 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △749,593 △852,712 1,073,718 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

定期預金の預入による支出   △7,008 △7,013 △14,017 

定期預金の払戻による収入   7,007 7,008 14,015 

有形固定資産の取得による支出   △330,485 △266,496 △485,407 

有形固定資産の売却による収入   5,808 83,951 5,409 

無形固定資産の取得による支出   △107,885 △103,436 △117,139 

無形固定資産の売却による収入   930 － 886 

投資有価証券の取得による支出   △55,362 △342,644 △411,419 

投資有価証券の売却による収入   11,519 72,073 169,382 

新規連結子会社の取得による収入   － 13,708 － 

貸付金の実行による支出   △42,500 △70,294 △240,500 

貸付金の回収による収入   5,927 20,752 12,720 

開業費の支出    － △23,767 △1,186 

差入保証金及び敷金等の増加額
(△)又は減少額   772 △14,844 42,324 

その他投資活動による収入   8,185 － 18,430 

その他投資活動による支出   △95,891 △87,993 △122,904 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △598,982 △718,997 △1,129,405 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

短期借入れによる収入   800,000 1,200,000 2,100,000 

短期借入金の返済による支出   △200,000 △314,320 △1,750,000 

長期借入による収入   － － 100,000 

長期借入金の返済による支出   △169,920 △16,000 △232,640 

自己株式の取得による支出   － △13,319 － 

配当金の支払額   △105,707 △76,378 △158,021 

財務活動によるキャッシュ・フロー   324,372 779,981 59,338 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は
減少額(△)   △1,024,203 △791,729 3,650 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,240,127 2,243,777 2,240,127 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高  ※ 1,215,923 1,452,048 2,243,777 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数    ２社 (イ)連結子会社の数    ４社 （イ）連結子会社の数   ３社 

  連結子会社 

㈱ブリーズ 

 ㈱ハーモニック 

  

  

  

  

  

  

  
(ロ)主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

    ㈱トマティスジャパン  

    (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社（㈱トマティスジ

ャパン）は平成18年6月設立であ

り、合計の総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)、利益剰

余金(持分に見合う額)等は、何れ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範

囲から除外しております。 

連結子会社 

㈱ブリーズ 

 ㈱ハーモニック  

    ㈱ナビ 

    ㈱佑学社  

 ㈱佑学社は、当社が同社株式を

追加取得したことにより、連結子

会社となったため、持分法の適用

範囲から除外し、連結の範囲に含

めております。 

(ロ)主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

   ㈱ＳＲＪ  

    ㈱日本速脳速読協会  

     ㈱トマティスジャパン  

     ㈱尚や 

 ㈱尚やは、平成19年7月に新規

設立いたしました。 

 ㈱メリック教育システムは当社

の同社に対する持分比率が低下し

たため、関連会社となりました。 

    (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う

額)、利益剰余金(持分に見合う

額)等は、何れも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外してお

ります。 

連結子会社 

㈱ブリーズ 

㈱ハーモニック 

 ㈱ナビ 

 ㈱ナビは平成18年11月に新たに

設立したことにより、連結子会社

となりました。 

  

  

  
 (ロ)主要な非連結子会社の名称等  

  主要な非連結子会社 

   ㈱ＳＲＪ 

   ㈱日本速脳速読協会  

   ㈱トマティスジャパン  

     ㈱メリック教育システム  

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、

当期純利益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、何れも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ) 持分法適用の非連結子会社

数 

１社 

(イ) 持分法適用の非連結子会社

数 

２社 

 ㈱ＳＲＪ 

  ㈱日本速脳速読協会  

(イ) 持分法適用の非連結子会社数 

２社 

 ㈱ＳＲＪ 

 ㈱日本速脳速読協会  

 上記２社につきましては、当連

結会計年度より子会社に含めまし

たが、重要性の観点から持分法適

用の非連結子会社としておりま

す。 

   持分法を適用していない非連結

子会社（㈱トマティスジャパン）

は、中間純損益(持分に見合う

額)、利益剰余金(持分に見合う

額)等は、何れも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない

ため、持分法の適用範囲から除外

しております。   

 持分法を適用していない非連結

子会社２社（㈱トマティスジャパ

ン、㈱尚や）は、中間純損益(持

分に見合う額)、利益剰余金(持分

に見合う額)等は、何れも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用範囲

から除外しております。    

 持分法を適用していない非連結

子会社２社（㈱トマティスジャパ

ン、㈱メリック教育システム）

は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。    

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ロ) 持分法適用の関連会社数 

              ８社 

(ロ) 持分法適用の関連会社数 

             ５社 

(ロ) 持分法適用の関連会社数 

              ５社 

  ㈱ユーデック 

㈱第一プログレス 

㈱ＳＲＪ 

㈱ウィルシステム 

㈱キャリアナビ 

ユニ・チャームエデュオ㈱ 

㈱日本速脳速読協会 

㈱佑学社 

㈱第一プログレス 

㈱ウィルシステム 

㈱キャリアナビ 

ユニ・チャームエデュオ㈱ 

㈱翻訳センター 

 ㈱佑学社は、当社が同社株式を

追加取得したことにより、連結子

会社となったため、持分法の適用

範囲から除外し、連結の範囲に含

めております。 

 ㈱翻訳センターは、当社の同社

に対する持分比率が増加したた

め、当中間連結会計期間末より、

新たに持分法適用会社となってお

ります。  

㈱第一プログレス 

㈱ウィルシステム 

㈱キャリアナビ 

ユニ・チャームエデュオ㈱ 

㈱佑学社 

 前連結会計年度まで持分法適用会

社であった㈱ユーデックは、株式

の一部売却により持分法の適用除

外となりました。 

  （ハ） 持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算日と異

なる会社は５社（㈱第一プログレ

ス、㈱ウィルシステム、㈱キャリ

アナビ、㈱日本速脳速読協会、㈱

佑学社）ありますが、㈱第一プロ

グレス、㈱キャリアナビ及び㈱日

本速脳速読協会については同社の

中間会計期間に係る中間財務諸表

を、また、㈱佑学社については、

同社の決算期である４月末までの

６ヶ月間の数値を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については必要な調整を行って

おります。また、㈱ウィルシステ

ムについては、中間連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しております。   

（ハ） 持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算日と異

なる会社は４社（㈱第一プログレ

ス、㈱ウィルシステム、㈱キャリ

アナビ、㈱日本速脳速読協会）あ

りますが、㈱第一プログレス、㈱

キャリアナビ、㈱日本速脳速読協

会については同社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じた重要

な取引については、必要な調整を

行っております。また、㈱ウィル

システムについては、中間連結決

算日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しておりま

す。   

（ハ） 持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異なる会社

は５社（㈱第一プログレス、㈱ウ

ィルシステム、㈱キャリアナビ、

㈱日本速脳速読協会、㈱佑学社）

ありますが、㈱第一プログレス、

㈱キャリアナビ、㈱日本速脳速読

協会及び㈱佑学社については、同

社の事業年度に係る財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、必要な調

整を行っております。なお、㈱佑

学社については、決算期変更のた

め、平成17年11月１日から平成19

年２月28日までの16ケ月間の財務

諸表を基にして持分法を適用して

おります。また、㈱ウィルシステ

ムについては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。  

  (ニ）持分法を適用しない関連会

社（㈱ビーアイティー）は、休眠

状態であり、かつ、重要性がない

ため、持分法適用範囲から除外し

ております。 

(ニ）持分法を適用しない関連会

社  

㈱メリック教育システム   

㈱フォレスト 

  ㈱フォレストは、新たに株式

を取得したことにより、当中間連

結会計期間より関連会社となりま

した。 

 (持分法適用の範囲から除いた理

由) 

 持分法非適用関連会社は、中間

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 

(ニ）持分法を適用しない関連会社 

 ───── 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 すべての連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して

おります。 

 連結子会社のうち、㈱佑学社の

中間決算日は８月31日でありま

す。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

  

 すべての連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

おります。 

(イ) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(イ) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によっており

ます。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

教材 

先入先出法による原価法に

よっております。 

(2）たな卸資産 

教材 

同左 

(2）たな卸資産 

教材 

同左 

  商品・貯蔵品 

最終仕入原価法によってお

ります。 

商品・貯蔵品 

同左 

商品・貯蔵品 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ロ) 重要な減価償却資産の減価

償却方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物付

属設備は除く）については、

定額法を採用しております。

(ロ) 重要な減価償却資産の減価

償却方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備は除く）については、定額法

を採用しております。 

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償

却方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備は除く）については、定額法

を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物５～50年 

その他    ３～20年 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物５～50年 

 その他    ３～20年 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失は、

それぞれ6,184千円増加しており

ます。 

 （追加情報）  

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。 

これにより営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失がそ

れぞれ1,311千円増加しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物５～50年 

 その他    ３～20年 

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。  

(2）無形固定資産 

同左  

(2）無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法、販売用のソフ

トウェアについては、見込販

売数量に基づき償却を行って

おります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ハ) 重要な繰延資産の処理方法 

(１)開業費、創立費 

 ５年の均等償却で処理する方

法を採用しております。 

(ハ) 重要な繰延資産の処理方法 

(１)創立費 

 ５年の定額法で処理する方法

を採用しております。なお、平

成18年３月期に連結貸借対照表

に計上されていた創立費につい

ては、５年で毎期均等償却して

おります。 

 (２)開業費 

 ５年の定額法で処理する方法

を採用しております。なお、前

連結会計年度に連結貸借対照表

に計上されていた開業費につい

ては、５年で毎期均等償却して

おります。   

(ハ) 重要な繰延資産の処理方法 

(１)創立費 

５年の定額法で処理する方法を

採用しております。なお、前連結

会計年度に連結貸借対照表に計上

されていた創立費については、５

年で毎期均等償却しております。

（会計方針の変更）  

当連結会計年度より、「繰延資産

の会計に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 実務対応

報告第19号 平成18年８月11日）

を適用しております。これによる

損益に与える影響は軽微でありま

す。     

 (２)開業費  

５年の均等償却で処理する方法

を採用しております。  

  (ニ) 重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、

一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(ニ) 重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(ニ) 重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てる

ため、支給対象期間に応じた

支給見積額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。  

なお、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。  

(3）退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。  

(3）退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、計上

しております。  

なお、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法によ

り、また、数理計算上の差異

は発生年度においてそれぞれ

費用処理しております。  

  (4)投資損失引当金  

   ───── 

  

(4) 投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損

失に備えるため、当該投資の

回収可能性を勘案して、必要

額を計上しております。 

(4) 投資損失引当金 

 ───── 

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (5) 役員退職慰労引当金 

  ───── 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末における要

支給額を計上しておりま

す。  

 （会計方針の変更）  

当社は、役員退職慰労金につい

ては、従来、支出時に費用処理し

ておりましたが、改正後の「租税

特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会

監査・保証実務委員会報告第42

号）が平成19年４月13日付で公表

されたことを踏まえ、期間損益の

適正化を図るため、役員に対する

退職慰労金の支給見積額を当該役

員の在任期間にわたり費用配分す

ることとし、当中間連結会計期間

より役員退職慰労引当金として計

上しております。 

 これにより、営業損失、経常損

失がそれぞれ6,833千円増加し、

税金等調整前中間純損失が

298,998千円増加しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 ───── 

  (ホ) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(ホ) 重要なリース取引の処理方法

同左 

(ホ) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (ヘ) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しており

ます。 

(ヘ) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ヘ) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲  

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する  

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は4,371,779千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  

               ───── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する  

会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は4,839,155千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 

  

 (役員賞与に関する会計基準)  

 当中間連結会計期間より、持分法適用の

関連会社において、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しております。 

 なお、役員賞与は通期の業績を基礎とし

て算定しており、当中間連結会計期間にお

いて合理的に見積もることが困難なため、

計上しておりません。 

               ───── 

  

 (役員賞与に関する会計基準)   

 当連結会計年度より、持分法適用の関連

会社において、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

 ──────  

  

（中関連結損益計算書）  

「投資有価証券評価損」は前中間連結会計期間まで特別損失の「そ

の他」に含めて表示していましたが、特別損失の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「投資有価証券評価損」の金

額は1,769千円であります。  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,924,661千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,186,086千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,025,090千円であります。 

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

建物     387,892 千円

土地    342,462 千円

計     730,355 千円

建物   318,628千円

土地  307,917千円

計    626,546千円

建物      374,499千円

土地      342,462千円

計   716,962千円

（対応債務） （対応債務） （対応債務） 

短期借入金 800,000 千円

一年内返済予定長期

借入金 
     32,000 千円

長期借入金      20,000 千円

計     852,000 千円

短期借入金 1,400,000千円

一年内返済予定長期

借入金 
 20,000千円

計   1,420,000千円

 短期借入金 700,000千円

一年内返済予定長期

借入金 
      36,000千円

 計     736,000千円

 ３．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が3,453千円あります。 

 ３．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が5,916 千円あります。 

 ３．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

額が5,678千円あります。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は下記のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は下記のとおりであります。 

広告宣伝費   436,494 千円

給与手当   112,880 千円

賞与引当金繰入額    13,013 千円

退職給付費用     7,955 千円

貸倒引当金繰入額    33,603 千円

広告宣伝費   501,276千円

給与手当  123,072千円

賞与引当金繰入額   12,055千円

退職給付費用  3,778千円

貸倒引当金繰入額     556千円

広告宣伝費 1,080,288千円

給与手当   221,301千円

賞与引当金繰入額     9,354千円

退職給付費用   7,197千円

貸倒引当金繰入額     27,551千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

建物附属設備の売却     1,350 千円

器具及び備品の売却     88 千円

車両の売却     447 千円

ゴルフ会員権の売却     929 千円

 計     2,816 千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

土地の売却    8,421千円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

建物附属設備の売却    1,300千円

車両の売却 447千円

その他  1,015千円

 計      2,762千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

建物の除却    629 千円

建物付属設備の除却    29,230 千円

構築物の除却    3,909 千円

器具及び備品の除却     1,735 千円

建物賃借契約の解約

による敷引金の除却 
    3,637 千円

建物賃借契約の解約

による原状回復工事 
   33,768 千円

その他     1,757 千円

計    74,670 千円

建物附属設備の除却    2,023千円

器具及び備品の除却      79千円

建物賃借契約の解約

による敷引金の除却
  14,006千円

計    16,108千円

建物の除却       629千円

建物付属設備の除却 42,110千円

構築物の除却      3,909千円

器具及び備品の除却  2,484千円

建物賃借契約の解約

による敷引金の除却 
     3,922千円

建物賃借契約の解約

による原状回復工事 
    60,070千円

その他      2,357千円

計    115,484千円

※４．減損損失 

  当中間連結会計期間において、業績の低

迷により収益性が悪化している資産グループ

について減損損失を計上しました。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である教場を主としてグルー

ピングしており、帳簿価額を回収可能価額

（０円）まで減額し、減損損失を計上してお

ります。 

 その内訳は、建物付属設備2,210千円、器

具及び備品250千円、長期前払費用276千円で

あります。 

用途 場所 種類 減損損失 

 教場 
大阪府

他1校 

建物付属設

備他  
   2,737 千円

※４．減損損失 

  当中間連結会計期間において、業績の低迷

により収益性が悪化している資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である教場を主としてグルー

ピングしており、帳簿価額を回収可能価額

（０円）まで減額し、減損損失を計上してお

ります。 

 その内訳は、建物附属設備7,906千円、器

具及び備品731千円、長期前払費用461千円で

あります。 

用途 場所 種類 減損損失 

 教場 
大阪府2

校 

建物附属設

備他  
    9,099千円

※４．減損損失 

  当連結会計年度において、業績の低迷など

により収益性が悪化している資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である教場を主としてグルー

ピングしており、帳簿価額を回収可能価額

（０円）まで減額し、減損損失を計上してお

ります。 

 その内訳は、建物付属設備14,532千円、構

築物950千円、器具及び備品1,937千、長期前

払費用2,921千円であります。  

用途 場所 種類 減損損失 

 教場 
大阪市

他4校 

建物付属設

備他  
   20,342千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 10,440,000 － － 10,440,000 

合計 10,440,000 － － 10,440,000 

自己株式        

普通株式 883,313 － － 883,313 

合計 883,313 － － 883,313 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 105,123 11.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月17日 

取締役会 
普通株式 52,561 利益剰余金  5.5 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加41,300株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるも

の 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 10,440,000 － － 10,440,000 

合計 10,440,000 － － 10,440,000 

自己株式        

普通株式 883,313 41,300 － 924,613 

合計 883,313 41,300 － 924,613 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 76,453 8.0 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月16日 

取締役会 
普通株式 52,334 利益剰余金  5.5 平成19年9月30日 平成19年12月7日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 10,440,000 － － 10,440,000 

合計 10,440,000 － － 10,440,000 

自己株式        

普通株式 883,313 － － 883,313 

合計 883,313 － － 883,313 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 105,123 11.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月17日 

取締役会  
普通株式  52,561 5.5 平成18年９月30日  平成18年12月8日  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 76,453 利益剰余金  8.0 平成19年3月31日 平成19年6月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間 

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定  1,222,931千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
△7,008千円

現金及び現金同等物 1,215,923千円

現金及び預金勘定    1,459,062千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
  △7,013千円

現金及び現金同等物    1,452,048千円

現金及び預金勘定    2,250,786千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
△7,008千円

現金及び現金同等物    2,243,777千円

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

器具及び備品 341,622 189,133 152,489 

ソフトウェア 55,045 22,671 32,374 

合計 396,668 211,804 184,864 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 384,703 264,096 120,606

ソフトウェア 64,433 38,473 25,959

合計 449,136 302,570 146,565

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

器具及び備品 384,703 226,054 158,648

ソフトウェア 55,045 28,225 26,820

合計 439,748 254,279 185,468

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 80,473千円

１年超 108,586千円

合計 189,059千円

１年内 92,661千円

１年超   59,593千円

合計 152,254千円

１年内     87,362千円

１年超    102,765千円

合計 190,127千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料   42,005千円

減価償却費相当額 40,129千円

支払利息相当額 1,897千円

支払リース料     51,576千円

減価償却費相当額     48,291千円

支払利息相当額      3,513千円

支払リース料 87,361千円

減価償却費相当額     82,605千円

支払利息相当額 5,240千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

１年内 10,250千円

１年超  26,058千円

合計 36,309千円

  

（減損損失について） 

    同左 

１年内      3,194千円

１年超      7,986千円

合計     11,180千円

  

 （減損損失について） 

    同左 

１年内  5,986千円

１年超 14,140千円

合計 20,126千円



（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について 102,620千円、減損処理を行ってお

ります。 

 なお、当該株式の減損に当たっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した

銘柄で、中間決算日前１ケ月間において取得原価に比べて下落率が30％を回復しなかった銘柄について「著しく

下落した」と判断し、将来、時価が回復する見込がないものとみなして減損処理を行うこととしております。た

だし、中間決算日に取得原価に比べて50％以上下落した銘柄につきましては、すべて減損処理を行うこととして

おります。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 707,275 1,114,999 407,724 

(2）債券 29,750 28,159 △1,591 

(3）その他 73,595 74,180 584 

合計 810,620 1,217,338 406,717 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 132,480 

債券  70,000 

投資事業組合出資金 168,180 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 626,541 564,148 △62,393 

(2）債券 29,750 27,385 △2,364 

(3）その他 63,805 63,540 △265 

合計 720,097 655,074 △65,023 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 188,830 

債券  70,000 

投資事業組合出資金 55,994 



 前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）当連結会計年度において、非上場株式で12,049千円、投資事業組合出資金で64,627千円の減損処理を行っており

ます。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（平成18年９月30日現在） 

 デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（平成19年９月30日現在） 

 デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

 デリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。 

（ストックオプション等関係） 

 該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 912,208 1,176,682 264,473 

(2）債券 29,750 27,838 △1,911 

(3) その他  73,595 78,122 4,526 

合計 1,015,554 1,282,643 267,088 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 

債券 

投資事業組合出資金 

238,700 

70,000 

77,328 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）において、全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「教育事業」の割合がいずれも90％超であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）において、本

邦以外の国、又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）において、海

外売上高がないため該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 457.46円

１株当たり中間純損失

金額 

   13.54円

１株当たり純資産額    410.39円

１株当たり中間純損失

金額 

  68.89円

１株当たり純資産額    506.36円

１株当たり当期純利益

金額 

    51.43円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失が計上されており、

また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

     

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間純損失(△）又は当期純利益（千円） △129,405 △657,560 491,457 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─   ─ ─ 

（うち利益処分による役員賞与金） （─）    （─）   （─）  

普通株式に係る中間純損失(△）又は当

期純利益（千円） 
△129,405 △657,560 491,457 

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,556 9,545 9,556 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ．流動資産                    

１．現金及び預金   850,680     909,304     1,389,223    

２．売掛金   53,102     －     －    

３．授業料等未収入
金   75,370     79,404     449,444    

４．たな卸資産   87,494     80,618     80,382    

５．前払費用   203,211     214,451     195,073    

６．繰延税金資産   181,953     249,614     119,451    

７．その他   174,422     153,069     204,573    

貸倒引当金   △50,021     △31,025     △33,598    

流動資産合計     1,576,214 17.3   1,655,436 17.5   2,404,549 24.0

Ⅱ．固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1) 建物 ※２ 1,590,371     1,703,975     1,730,315    

(2) 土地 ※２ 715,345     680,800     715,345    

(3) その他   291,440     216,529     136,675    

有形固定資産合計   2,597,157     2,601,305     2,582,336    

２．無形固定資産                    

(1) 電話加入権   39,520     39,520     39,520    

(2) ソフトウェア   309,533     290,804     279,131    

(3) その他   143,655     130,942     71,837    

無形固定資産合計   492,709     461,267     390,488    

３．投資その他の資
産                    

(1) 投資有価証券   1,985,244     1,993,749     2,035,172    

(2) 会員権   2,120     2,120     2,120    

(3) 長期貸付金   286,734     540,391     475,320    

(4) 差入保証金及
び敷金   1,304,334     1,275,689     1,261,903    

(5) 保険積立金   543,584     620,852     601,119    

(6) 長期前払費用   75,655     60,842     59,519    

(7) 前払年金費用   178,397     189,799     178,198    

(8) 繰延税金資産   168,749     478,796     333,623    

(9) 長期未収入
金    －     108,591     50,585    

(10) その他   84,983     5,889     5,889    

投資損失引当
金   △146,033     △20,000     －    

貸倒引当金   △60,161     △488,018     △374,079    

投資その他の資産
合計   4,423,609     4,768,704     4,629,372    

固定資産合計     7,513,476 82.7   7,831,277 82.5   7,602,197 76.0

資産合計     9,089,690 100.0   9,486,714 100.0   10,006,747 100.0

                     

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                    

Ⅰ．流動負債                    

１．買掛金   36,472     49,817     25,052    

２．短期借入金 ※２ 1,432,000     2,070,000     1,186,000    

３．一年内償還予定
社債  

  －     500,000     300,000    

４．未払金   380,611     297,149     415,097    

５．未払法人税等   50,648     49,050     325,409    

６．未払消費税等 ※３ 17,658     10,025     21,490    

７．未払費用   132,868     186,789     117,956    

８．前受金   1,564,494     1,538,803     2,037,059    

９．賞与引当金   210,102     209,471     166,179    

10．その他   57,793     43,417     41,634    

流動負債合計     3,882,649 42.7   4,954,526 52.2   4,635,880 46.3

Ⅱ．固定負債                    

１．社債   500,000     －     200,000    

２．長期借入金 ※２ 20,000     100,000     100,000    

３．退職給付引当金   392,518     395,876     399,742    

４.役員退職慰労引
当金    －     298,998     －    

 ５.再評価に係る繰
延税金負債   309     309     309    

６．その他   36,116     35,742     35,904    

固定負債合計     948,943 10.4   830,926 8.8   735,956 7.4

負債合計     4,831,593 53.1   5,785,452 61.0   5,371,836 53.7

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金     1,299,375 14.3   1,299,375 13.7   1,299,375 13.0 

２．資本剰余金                    

(1）資本準備金   1,517,213     1,517,213     1,517,213    

(2）その他資本剰
余金 

  72,163     72,163     72,163    

資本剰余金合計     1,589,377 17.5   1,589,377 16.7   1,589,377 15.9 

３．利益剰余金                    

(1）利益準備金   158,450     158,450     158,450    

(2）その他利益剰
余金 

                   

別途積立金   1,450,000     1,450,000     1,450,000    

繰越利益剰余
金 

  1,157,352     799,008     1,632,018    

利益剰余金合計     2,765,802 30.4   2,407,458 25.3   3,240,468 32.3 

４．自己株式     △344,955 △3.8   △358,274 △3.7   △344,955 △3.4 

株主資本合計     5,309,599 58.4   4,937,936 52.0   5,784,266 57.8 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１．その他有価証券
評価差額金 

    246,264 2.7   △38,363 △0.4   148,411 1.5 

２．土地再評価差額
金 

    △1,297,766 △14.2   △1,198,311 △12.6   △1,297,766 △13.0 

評価・換算差額等
合計 

    △1,051,502 △11.5   △1,236,675 △13.0   △1,149,355 △11.5 

純資産合計     4,258,097 46.9   3,701,261 39.0   4,634,910 46.3 

負債純資産合計     9,089,690 100.0   9,486,714 100.0   10,006,747 100.0 



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ．売上高     5,292,672 100.0   5,114,442 100.0   11,954,982 100.0 

Ⅱ．売上原価 ※１   4,303,585 81.3   4,253,308 83.1   8,596,677 71.9 

売上総利益     989,087 18.7   861,134 16.9   3,358,304 28.1 

Ⅲ．販売費及び一般管
理費 

※１   950,275 18.0   1,051,853 20.6   2,014,609 16.9 

営業利益又は営
業損失(△)     38,811 0.7   △190,718 △3.7   1,343,695 11.2 

Ⅳ．営業外収益 ※２   29,104 0.5   30,190 0.6   52,163 0.4 

Ⅴ．営業外費用 ※３   65,752 1.2   143,681 2.8   113,453 0.9 

経常利益又は経
常損失(△)     2,164 0.0   △304,209 △5.9   1,282,405 10.7 

Ⅵ．特別利益 ※４   5,868 0.1   22,255 0.4   158,234 1.3 

Ⅶ．特別損失 ※５   102,696 1.9   484,844 9.5   525,615 4.3 

税引前中間純損
失（△）又は税
引前当期純利益 

    △94,663 △1.8   △766,798 △15.0   915,024 7.7 

法人税、住民税
及び事業税   69,505     35,845     586,338    

法人税等調整額   △26,052 43,453 0.8 △145,542 △109,696 △2.1 △60,424 525,913 4.4 

中間純損失
（△）又は当期
純利益 

    △138,117 △2.6   △657,101 △12.9   389,111 3.3 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 1,415,393 3,023,843 △344,955 5,567,640 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当(注）             △105,123 △105,123   △105,123 

役員賞与(注）             △14,800 △14,800   △14,800 

中間純利益             △138,117 △138,117   △138,117 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － － － △258,040 △258,040 － △258,040 

平成18年９月30日 残高 

(千円) 
1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 1,157,352 2,765,802 △344,955 5,309,599 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額

金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

41,178 △1,297,766 △1,256,588 4,311,052 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）       △105,123 

役員賞与（注）       △14,800 

中間純利益       △138,117 

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

205,086 － 205,086 205,086 

中間会計期間中の変動額合計(千円) 205,086 － 205,086 △52,954 

平成18年９月30日残高(千円) 246,264 △1,297,766 △1,051,502 4,258,097 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 1,632,018 3,240,468 △344,955 5,784,266 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当             △76,453 △76,453   △76,453 

中間純損失             △657,101 △657,101   △657,101 

自己株式の取得                  △13,319 △13,319 

土地再評価差額金取崩              △99,455 △99,455   △99,455 

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － － － △833,009 △833,009 △13,319 △846,329 

平成19年９月30日 残高 

(千円) 
1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 799,008 2,407,458 △358,274 4,937,936 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額

金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

148,411 △1,297,766 △1,149,355 4,634,910 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当       △76,453 

中間純損失       △657,101 

自己株式の取得         △13,319 

土地再評価差額金取崩         △99,455 

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

△186,775 99,455 △87,320 △87,320 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △186,775 99,455 △87,320 △933,649 

平成19年９月30日残高(千円) △38,363 △1,198,311 △1,236,675 3,701,261 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 (注）１.平成18年６月の定時株主総会における利益処分および平成18年11月の取締役会の決議に基づく剰余金の

配当であります。 

 ２.平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 1,415,393 3,023,843 △344,955 5,567,640 

事業年度中の変動額                    

剰余金の配当(注）1             △157,685 △157,685   △157,685 

役員賞与(注）2             △14,800 △14,800   △14,800 

当期純利益             389,111 389,111   389,111 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

                    

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － － － － 216,625 216,625 － 216,625 

平成19年３月31日 残高 

(千円) 
1,299,375 1,517,213 72,163 1,589,377 158,450 1,450,000 1,632,018 3,240,468 △344,955 5,784,266 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額

金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

41,178 △1,297,766 △1,256,588 4,311,052 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当（注）1       △157,685 

役員賞与（注）2       △14,800 

当期純利益       389,111 

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額） 

107,233 － 107,233 107,233 

事業年度中の変動額合計(千円) 107,233 － 107,233 323,858 

平成19年３月31日残高(千円) 148,411 △1,297,766 △1,149,355 4,634,910 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
 （自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(1) 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）によっておりま

す。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）によっております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

教材 

先入先出法による原価法によっ

ております。 

(2）たな卸資産 

教材 

同左 

(2）たな卸資産 

教材 

同左 

  商品・貯蔵品 

最終仕入原価法によっておりま

す。 

商品・貯蔵品 

同左 

商品・貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

は除く）は定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～50年 

器具及び備品 ３～20年 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

は除く）は定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～50年 

器具及び備品 ３～20年  

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失は、それぞ

れ5,806千円増加しております。 

（追加情報）  

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

 これにより営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失がそれぞれ

1,306千円増加しております。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

は除く）は定額法を採用してお

ります。  

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～50年  

器具及び備品 ３～20年   

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
 （自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

       同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一

般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるた

め、支給対象期間に応じた支給

見積額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該投資の回収

可能性を勘案して、必要額を計

上しております。 

(3）投資損失引当金 

同左  

(3）投資損失引当金  

────  

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費

用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により、

また、数理計算上の差異は発生

年度においてそれぞれ費用処理

しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
 （自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

  (5）役員退職慰労引当金  

────  

(5）役員退職慰労引当金   

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間会

計期間末における要支給額を計

上しております。  

（会計方針の変更）  

役員退職慰労金については、従

来、支出時に費用処理しておりま

したが、改正後の「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 監

査・保証実務委員会報告第42号）

が平成19年４月13日付で公表され

たことを踏まえ、期間損益の適正

化を図るため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額を当該役員の

在任期間にわたり費用配分するこ

ととし、当中間会計期間より役員

退職慰労引当金として計上してお

ります。 

 これにより、営業損失、経常損

失がそれぞれ6,833千円増加し、

税引前中間純損失が298,998千円

増加しております。 

 (5）役員退職慰労引当金  

 ────  

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

５.その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)  

 当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17年12月９日)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、4,258,097千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。  

─────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)  

 当事業年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日)を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、4,634,910千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、  

1,872,663千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、  

2,028,089千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,957,603千円であります。 

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

建物    387,892千円

土地      342,462千円

計 730,355千円

建物      318,628千円

土地 307,917千円

計 626,546千円

建物      374,499千円

土地      342,462千円

計    716,962千円

（対応債務） （対応債務） （対応債務） 

短期借入金      800,000千円

一年内返済予定長期

借入金 
    32,000千円

長期借入金    20,000千円

 計      852,000千円

短期借入金    1,400,000千円

一年内返済予定長期

借入金 
  20,000千円

 計    1,420,000千円

短期借入金   700,000千円

一年内返済予定長期

借入金 
 36,000千円

 計 736,000千円

※３．消費税等 

 仮受消費税等を仮払消費税等と相殺の

うえ未払消費税等として表示しておりま

す。 

※３．消費税等 

同左 

 ※３      ───── 

 ４．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

が3,453千円あります。 

 また子会社（㈱ハーモニック）の金融

機関からの借入額61,040千円に対して債

務保証を行っております。 

 ４．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

が5,916千円あります。 

 ４．保証債務 

 金融機関との契約に基づく従業員貸付

金制度の従業員借入額に対する債務保証

が、5,678千円あります。 

 また子会社（㈱ハーモニック）の校舎

建設に係る金融機関からの借入金14,320

千円に対して債務保証を行っておりま

す。 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 

有形固定資産 104,136千円

無形固定資産     64,372千円

有形固定資産 124,536千円

無形固定資産  64,562千円

有形固定資産 219,558千円

無形固定資産  132,170千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,110千円

受取配当金   6,624千円

投資有価証券売却益    438千円

有価証券利息 1,946千円

イベント協力金収入     5,080千円

営業譲渡による収入 4,450千円

受取利息 2,453千円

受取配当金    14,823千円

有価証券利息 1,111千円

イベント協力金収入 5,180千円

受取利息 6,824千円

受取配当金 14,128千円

投資有価証券売却益  1,530千円

有価証券利息       3,900千円

イベント協力金収入       5,352千円

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,704千円

貸倒引当金繰入額 56,269千円

支払利息 11,923千円

貸倒引当金繰入額  114,107千円

支払利息  16,711千円

貸倒引当金繰入額   91,217千円

※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入額 3,500千円

固定資産売却益 2,368千円

貸倒引当金戻入額   1,550千円

固定資産売却益 8,421千円

投資有価証券売却益 12,283千円

貸倒引当金戻入額 3,500千円

固定資産売却益 2,315千円

投資有価証券売却益  104,647千円

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  

建物の除却 629千円

建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
    33,768千円

建物賃貸借契約の解約

による敷引金の除却 
 3,637千円

建物付属設備の除却  29,230千円

構築物の除却 3,909千円

器具及び備品の除却 1,735千円

その他 1,757千円

計 74,670千円

固定資産除却損  

建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
    14,006千円

建物附属設備の除却    2,023千円

器具及び備品の除却      79千円

計   16,108千円

固定資産売却損   
建物       4,202千円

固定資産除却損  

建物の除却        629千円

建物賃貸借契約の解約

による原状回復工事 
    59,930千円

建物賃貸借契約の解約

による敷引金の除却 
     3,922千円

建物付属設備の除却     42,110千円

構築物の除却       3,909千円

器具及び備品の除却       2,484千円

その他      2,357千円

計 115,344千円

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加41,300株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

役員退職慰労金 9,624千円

投資損失引当金繰入額  5,016千円

減損損失 2,737千円

  当中間会計期間において、業績の

低迷により収益性が悪化している資産

グループについて減損損失を計上しま

した。 

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位である教場を主としてグ

ルーピングしており、帳簿価額を回収

可能価額(０円）まで減額し、減損損

失を計上しております。その内訳は、

建物付属設備2,210千円、器具及び備

品250千円、長期前払費用276千円であ

ります。 

用途 場所 種類 減損損失 

 教場 
大阪府

他1校 

建物付

属設備 

他  

  2,737千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
292,164千円

投資損失引当金繰入額   20,000千円

減損損失     9,099千円

  当中間会計期間において、業績の

低迷により収益性が悪化している資産

グループについて減損損失を計上しま

した。 

当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位である教場を主としてグ

ルーピングしており、帳簿価額を回収

可能価額(０円）まで減額し、減損損

失を計上しております。その内訳は、

建物附属設備7,906千円、器具及び備

品731千円、長期前払費用461千円であ

ります。 

用途 場所 種類 減損損失 

 教場 
大阪府2

校 

建物附

属設備 

他  

   9,099千円

役員退職慰労金     9,624千円

貸倒引当金繰入額    275,189千円

減損損失     20,342千円

 当事業年度において、業績の低迷な

どにより収益性が悪化している資産グ

ループについて減損損失を計上しまし

た。 

 当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位である教場を主として

グルーピングしており、帳簿価額を回

収可能価額（０円）まで減額し、減損

損失を計上しております。その内訳

は、建物付属設備14,532千円、構築物

950千円、器具及び備品1,937千円、長

期前払費用2,921千円であります。 

用途 場所   種類 減損損失  

 教場
大阪市

他4校  

建物付

属設備 

他  

  20,342千円

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 883,313 － － 883,313 

合計 883,313 － － 883,313 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 883,313 41,300 － 924,613 

合計 883,313 41,300 － 924,613 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 883,313 － － 883,313 

合計 883,313 － － 883,313 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

器具及び備品 294,320 173,533 120,787 

ソフトウェア 6,801 3,477 3,324 

合計 301,122 177,010 124,111 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 337,401 239,036 98,364

ソフトウェア 16,189 9,631 6,557

合計 353,590 248,668 104,922

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

器具及び備品 337,401 205,724 131,676

ソフトウェア 6,801 4,207 2,594

合計 344,203 209,932 134,271

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 61,433千円

１年超    65,907千円

合計  127,340千円

１年内 73,280千円

１年超     36,295千円

合計    109,576千円

１年内    68,153千円

１年超 69,734千円

合計    137,887千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 32,014千円

減価償却費相当額 30,574千円

支払利息相当額 1,299千円

支払リース料     41,585千円

減価償却費相当額    38,736千円

支払利息相当額      3,084千円

支払リース料 67,377千円

減価償却費相当額  63,496千円

支払利息相当額 4,129千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

１年内 10,250千円

１年超 26,058千円

合計  36,309千円

  

（減損損失について） 

      同左 

１年内    3,194千円

１年超   7,986千円

合計 11,180千円

  

 （減損損失について） 

      同左 

１年内 5,986千円

１年超 14,140千円

合計   20,126千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日）  

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは保有しておりません。 

当中間会計期間末（平成19年９月30日）   

前事業年度末（平成19年３月31日）  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは保有しておりません。 

（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

 関連会社株式 517,050 524,825 7,774 

合計 517,050 524,825 7,774 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 445.56円

１株当たり中間純損失

金額 

14.45円

１株当たり純資産額 388.98円

１株当たり中間純損失

金額 

  68.84円

１株当たり純資産額    484.99円

１株当たり当期純利

益金額 

40.72円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額につきましては、１

株当たり中間純損失が計上されてお

り、また、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額につきましては、潜在株

式が存在していないため記載しており

ません。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間純損失（△）又は当期純利益（千円） △138,117 △657,101 389,111 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （─）  （─）   （─）  

普通株式に係る中間純損失（△）又は当期純利

益（千円） 
△138,117 △657,101 389,111 

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,556 9,545 9,556 



(2）【その他】 

 平成19年11月16日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額………52,334,639円 

（ロ）１株当りの金額………５円50銭 

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日………平成19年12月７日 

（注）平成19年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払いを行い

ます。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第31期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日近畿財務局長に提出 

(２）有価証券報告書の訂正報告書  

 平成19年８月３日近畿財務局長に提出 

 事業年度（第31期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書で

あります。 

(３）自己株券買付状況報告書  

報告期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年７月31日）平成19年８月15日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年８月１日 至 平成19年８月31日）平成19年９月14日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年９月30日）平成19年10月15日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月15日近畿財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月14日近畿財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１２日

株 式 会 社 ウ ィ ザ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウィザスの

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ウィザス及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 一 博 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 生 越 栄 美 子 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月10日 

株式会社ウィザス  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 片岡 茂彦   印 

 
指定社員 

業務執行社員  
  公認会計士 生越 栄美子  印 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ウィザスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ウィザス及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。  

追記情報  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．（ニ）、（５）に記載されているとおり、役員退職慰労

金については、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間より内規に基づく要支給額を引当計

上する方法に変更した。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１２日

株 式 会 社 ウ ィ ザ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウィザスの

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３１期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ウィザスの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 一 博 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 生 越 栄 美 子 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月10日 

株式会社ウィザス  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 片岡 茂彦   印 

 
指定社員 

業務執行社員  
  公認会計士 生越 栄美子  印 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ウィザスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第32期事業年度の中間会計期間（平成

19年4月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。  

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社ウィザスの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。  

追記情報  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３．（５）に記載されているとおり、役員退職慰労金について

は、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間会計期間より内規に基づく要支給額を引当計上する方法に変

更した。  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化してものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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